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②オボレンスキー構想（1990.4.12）	
ソ連邦（ロシア共和国）憲法構想		

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 															КК 資料集第５巻	145-148	頁		
		

		1.		ソ連邦（ロシア共和国における全権力は、人民に属し、その排他的権利；すなわち、国の	
憲法を承認し、その改正を行い、国の生活または国家権力の最高機関（大統領、最高会議、最高	

裁判所）の間に不一致が生じた際のもっとも重要な問題に関する最終決定を採択する権利；にお	

いて表現される。	

	 	 		憲法の最初のテキストは、普通、平等、秘密の選挙権に基づいてその代表を選ぶ憲法制定	

会議がこれを策定し、採択する。	

	 	 		新憲法は、すべての連邦構成共和国におけるレフェレンダムによって批准された後にこれ	

を施行する。	

		2.		人民の意思表示は、もっぱらレフェレンダムによって行われ、その結果は、例外なしにす	
べての公務員（役職者）および権力の代表機関にとって義務的なものである。	

		3.		国の運用管理のために、人民は、その権力的権限を（１項を例外として）最高国家権力機	
構を構成する選挙された代表機関に委任する。	

		4.		権力的権限の委任は、普通、平等、秘密の選挙権に基づく競争的選挙の実施によってこれ	
を行う。	

	 	 		各市民は、法律の定める手続により裁判所が行為無能力と認めた者を除き、任意の国家的	

ポストにノミネートされ、選挙される権利を有する。選挙の実施に際して、民族、人種、社会的	

指標、および政治的同期による差別を行うことは、これを禁止する。	

5.		国家権力の最高機関の構造は、リッピ兼、執行権および裁判権の分立および独立的機能の	
原則に基づいて、これを構成する。	

6.		立法権の最高機関は、連邦会議（同盟	or 連邦）おとび民族会議の２院からなる最高会議で	
あり、５年任期である。	

	 	 		法律の制定のためには、それぞれ個別の各院の登録議員の２分の１以上の同意を必要とす	

る。	

	 	 		最高会議は、当該の憲法に反しない任意の法律に採択する権限を有する。	

	 	 		最高会議の側的権限は、国の予算の承認であり、その執行に対する監督である。	

7.		連邦会議は、地域選挙区ごとに選挙人３０万人に１人の代議員を選出する。選挙区の編成	
の際にプラスマイナス１０％を超える選挙人の数の偏差は、これを禁止する。毎年、議員集団の	

不断の更新のために、選挙区の５分の１において選挙を行う。	

8.		民族会議は、連邦（ソ連）の領域に居住し、その市民である、独立して、その民族の民族・	
地域的形成を有する民族の同数の代表から、これを形成する。	

	 	 		民族会議の選挙は、国のすべての地域ごとに一つの名簿で実施する。その際、各市民は１	

票を行使する。	

	 	 		最高得票を得た各民族の代表３人（別案５人）が当選者となる。	

9.		国内において執行権を行使する最高の人物は、大統領および副大統領であり、５年任期で	
直接の全人民的な選挙で選ばれる。	
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なる。	

全体として選挙人の過半数、３分の２以上の連邦構成共和国が投票した候補者が当選社と	

10.  大統領は、国の軍最高司令官である。核兵器の使用に関する決定の採択の排他的権利は、	
大統領のみに属し、大塗料が国内に不在の場合には服大統領にこれが属する。	

11.  大統領は、最高会議の承認を必要とする大臣の内閣を形成する。	
12.  大統領は、現行の法律の執行において、国のすべての領域において執行を義務づける大統	
領令を交付する権利を有する。	

13.  国の裁判権の最高機関は、国内で現行の法律の枠内で裁判を行う排他的権利のある最高裁	
判所である。	

14.  最高裁判所の構成の編成は、最高会議と大統領が対等原則でこれを行う。最高裁判所長官	
および判事は、７０歳の年齢制限のほか、そのいかなる任期の制限をない。	

15.  ソ連邦（ロシア共和国）における裁判の実施の基本的形態は、陪審裁判である。	
裁判官による事件の独任審理（刑事事件を除く）は、当事者の同意を得て、仲裁裁判原則	

により例外的にこれを認める。	

16.  法律の解釈権は、最高裁判所の排他的特権である。最高裁判所は、しかるべきイニシャテ	
ィヴをもって最高会議に参加する権利を有するが、決定の採択の際にはもっぱら法律にのみ従う。	

17.  最高会議によって採択された法律の施行は、それが憲法に違反する場合、大統領によって	
これを停止することができる。	

18.  最高会議は、大統領令が、現行法に抵触する場合に最高裁判所に、憲法に抵触する場合に	
憲法裁判所に、異議申立てを行うことができる。その場合、第３者の決定があるまで、大統領令	

の効力はこれを停止する。	

19.  国内における立法活動、ならびに裁判的および法的実践の原則は、「禁止されていないこと	
はすべて許される」という禁止原則である。	

世界人権宣言において定められた市民の権利を縮小するような法律の制定、および執行権	

力の行為は、これを禁止する（補足）。市民の自由権の制限は、他の市民の権利、自由に対してな	

される行為がある場合に、法律の定める手続によってのみこれが許される。	

20.  ソ連邦憲法の遵守の監督ならびに市民の憲法上の権利および自由の擁護のために、対等の	
原則で最高鍵および大統領によって、憲法裁判所が選出される。	

憲法裁判所の権限は、いずれか一方の法的アクトのソ連邦憲法への適合性の部分における	

最高会議と大統領の間の紛争の審理、および、国家機関の決定が市民の憲法上の権利を制限する	

場合における国家機関の行為に対する不服申立ての審理である。	

21.  ソ連邦は、主権的共和国の自発的な同盟（結合）である。この主権的共和国によってソ連	
邦に移譲される権限の範囲およびリスト、ソ連邦への加盟、その脱退または除名の手続は、これ	

を連邦条約によって定める。	

市民は、ソ連邦の領域において、共和国と連邦の二重の国籍を保持する。ひとつの共和国の	

市民は、他の共和国の領域において、その共和国の権力機関の形成に参加する権利を除き、ソ連	

邦市民のすべての権利を享受する。	

22.  各民族は、その主として生活（居住）する境界内において、レフェレンダムの実施により、	
その国制（国家のタイプ）を決定することができる。	

レフェレンダムには、投票権を有し、当該地域に恒常的に居住するすべての住民が参加す	



3 	

る。	

23.  土地、地下資源、水資源、大気、動植物界に対する排他的所有権は、その地域に住む人民	
に帰属する。人民は、地方権力機関（地方自治）を選挙し、処分権にかかるその居住地域の行政	

（管理）に関する自己の権利の一部をこの機関に委任する。農業を営む市民に対し、地方権力機	

関は、そのために必要な分与地を終身の相続可能な保有（売却権なし）として、しかるべき地方	

予算に参入される賃料を払う形で、移譲する。	

24.  知的所有権を含む、生産手段および人間労働の産物に対する所有権は、不可侵のものとさ	
れ、自国および外国の市民ともに、国家によってこれを保証される。	

25.  国家機関のシステムは、権力的機能を住民による選挙において委任され、国の管理を勤勉	
に務め、尊厳ある生存に足る最低生活水準をすべての住民に保証するる義務を自らに課す。	


